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中学生向け消費者教育冊子 

「中学生の消費生活ＨＡＮＤＢＯＯＫ」を作成しました！ 
 

 平成 24 年 12 月に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、この法律では、各
年代に応じた消費者教育を行うことと定められました。 
 そこで、成年年齢の引き下げの動きも踏まえ、相楽郡広域事務組合（相楽消費生活セン
ター）では、中学校において、生徒に消費者教育を実施する際に、副読本として活用して
いただけるよう、消費者教育冊子「中学生の消費生活ＨＡＮＤＢＯＯＫ」を作成しました。 

消費者が主役の社会の一人として行動できるような、自立した消費者を育成することを
目指しています。 
 消費者トラブルで迷ったときや困ったときは、一人で悩まず早めに消費生活センター等
にご相談ください。（「消費者ホットライン」☎１８８（いやや！）番） 

 

 
 

※ ハ ン ド ブ ッ ク は 、 相 楽 郡 広 域 事 務 組 合 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  

●消費生活センターでは、「中学生の消費生活ＨＡＮＤＢＯＯＫ」の他、若年者向けや高齢者等各種パンフレ

ットもございます。 

●消費生活センターでは、「消費生活出前講座」を無料で行なっています。 

ご要望等があればお問合せください。 

 

 

 


